
                                                                               

 

 

    令和８年３月 24日 

地方独立行政法人神奈川県立病院機構組織規程の一部改正 新旧対照表（案）                                               本部事務局人事部 

1 

第 29号議案 

新 旧 改正理由等 

 

第１条～第13条 （略） 

 

（循環器呼吸器病センター） 

第14条 神奈川県立循環器呼吸器病センター（以下「循環器呼吸器病センター」とい

う。）に次の局、センター、研究所、課、科及び室を置く。 

（略）  （略） 

看護局  （略） 

ＨＣＵ病棟看護科 

（略） 

２ 前項の局、研究所、課、科及び室は、次の事務を分掌する。 

 （略） 

 医療局 

 （略） 

   麻酔科 

 (1) （略） 

 (2) 手術業務及び高度治療業務の調整に関すること。 

 （略） 

 

第15条～第22条 （略） 

 

附 則 

 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 

第１条～第13条 （略） 

 

（循環器呼吸器病センター） 

第14条 神奈川県立循環器呼吸器病センター（以下「循環器呼吸器病センター」とい

う。）に次の局、センター、研究所、課、科及び室を置く。 

（略）  （略） 

看護局 

 

 （略） 

集中治療室看護科 

（略） 

２ 前項の局、研究所、課、科及び室は、次の事務を分掌する。 

 （略） 

 医療局 

 （略） 

   麻酔科 

 (1) （略） 

 (2) 手術業務及び集中治療業務の調整に関すること。 

 （略） 

 

第15条～第22条 （略） 

 

 

 

 

【第 14条】 

・循環器呼吸器病センター

の「集中治療室看護科」を

「ＨＣＵ病棟看護科」に名

称変更する 

・組織改編に伴う分掌事務 

の見直し 

 

 


